
令和３年１月発行 山形市認定農業者情報誌 第１５１号 

現在の山形市の認定農業者数：4０４名（令和３年１月） 
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「直売を始めたい、加工品を販売したい、農家レストランをしてみたい、けど、どう始めた

らよいかわからない」 

そんな方たちが集まって、研修会を通じて情報交換や、成功事例を勉強しませんか。 

山形市では、６次産業化に意欲的な農業者等の事業への取りかかりや具現化を目指す取り組

みを応援していきます。 

 

【対象者】 

山形市内の農業者等で、農産加工や直売、農家レストランの開設など６次産業化に興味の

ある方 

 

１ 実施内容  ○６次産業化に関する講義 

講師：㈱やまがたさくらんぼファーム  矢萩 美智 氏 

         内容：6 次産業化及びコロナ禍での取組みについてなど 

○山形市内６次産業実践者視察・意見交換など 

２ 実 施 日  令和３年２月３日（水）午後１時３０分～午後５時００分 

３ 場  所   山形市農業研修センター 

（山形市東古館 145 番地 TEL：023-644-1622）  

４ 研 修 費  無料 

５ 応募締め切り  令和３年１月２５日（月）必着 

６ 申込方法  申込書は市ホームページからダウンロードするか、農政課窓口にて配布して

おりますので、申込書に必要事項記載の上、下記問合せ先に提出してくださ

い。 

 

 

【問合せ先】 

農政課 ６次産業推進係 

TEL：641‐1212 内線 43１ 

FAX：641‐1865 

E メール：nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 

 

発行》山形市農業振興協議会 

＜問い合わせ先＞ 

農政課 就農・経営支援係 

℡ 641-1212 内線 430 🎍 

mailto:nousei@city.yamagata-yamagata.lg.jp


 

 
 

 

① 幹線農道の除雪について 

樹園地や園芸施設への往来が必要な幅員が概ね 3．5m以上で農業受益者が 3名以上の

舗装された幹線農道を対象に、要望調査を行い、緊急性や積雪量などを勘案して除雪を行う

路線を決定します。実施時期は 3月上旬ごろを予定しています。  

② 農道除雪支援事業について 

樹園地等への往来に使用する農道除雪を支援するため補助を行います。  

  【対象者】 

農用地及び樹園地等への往来に使用する一般農道を除雪する 2 名以上の農業者で構成

された団体  

  【補助対象】 

   ・市指定除雪業者に除雪を委託した場合の委託料 

・除雪機器のレンタル費及び燃料費等（燃料費はレンタルした場合） 

・外部委託によるオペレーター料等 

  【補助率】 

補助対象経費を合算した額の 2分の 1以内  

 

 

  作業中や見回り時には、事故にあわないよう注意をし、安全確認の上、圃場や施設の管理を

行いましょう。 

  なお、大雪により被害を受けた農業用施設等の復旧に対し、県と連携した補助事業を検討して

おります。 

 ① 農業用施設復旧支援事業 

 ② 果樹棚復旧支援事業 

 ③ 農薬購入事業 

 ④ 補植用果樹苗木購入支援事業 

 

 

１．農道の除雪について 

２．農業用施設等への雪害対策について 

 

【お問合せ】  

山形市農政課 農政企画係  

電話 023-641-1212  

内線 429・437 

 

 

 

 

 

この度、令和３年１月２１日（木）開催を予定しておりました「山形市新春農業講演会」ですが、

新型コロナウイルス感染症の近頃の感染拡大の状況を考慮し、ご来場の皆様の安全・安心を最

優先に考え、今回の開催を見送り延期することになりました。 

講演会を楽しみにされている皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、何とぞご理解ご了承の

程、よろしくお願い申し上げます。 

 

お問合せ  農政課 農政企画係   電話 023-641-1212 内線 429・437 

               （一社）山形市農業振興公社 電話 023-644-1622 

 

 




